
遺跡（周知の埋蔵文化財包蔵地）内での開発に必要な手続きの流れ 

④協議 

遺跡（（埋蔵文化財包蔵地）の中で住宅や店舗を解体や建築する、水道工事をする、太陽光発電施設を設置す

る、道路を通すなどの土木工事を行うには、文化財保護法に定められている手続きが必要です。 

 

① 埋蔵埋蔵文化財包蔵地の照会 

文化・スポーツ課にお問い合わせください。 

周知の埋蔵文化財包蔵地内 周知の埋蔵文化財包蔵地外 

③埋蔵文化財発掘の届出 

及び発掘調査承諾書の提出 

（文化財保護法第 9３条、第 94条） 

⑤県担当部門へ発掘の届け出等の提出 

（文化財保護法第 9３条、第 94条） 

 ※文化・スポーツ課から県へ提出 

法第 93条：工事着工の 60日前まで 

法第 94条：事業計画策定時 

協議 

（B）現状保存 

⑤発見の届け出 

（文化財保護法第 96条） 

（A）工事を実施 

⑥岐阜県から取り扱いの指導 

（D）現状保存 （A）慎重工事 （C）発掘調査 

工事着手      工事に立会 

遺構等無し 遺構等有り 

現状保存 

工事中の発見 

試掘確認調査の可能性あり 

2～3週間ほどで 

通達があります 

立会の協議 

（B）工事立会 

記録保存 計画変更 


